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丹波篠山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例新旧対照表（第１条関係） 

現行 改正案 

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限） （育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限） 

第８条の２ （略） 第８条の２ （略） 

２ 任命権者は、３歳に満たない子のある職員が、規則で定めるとこ

ろにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求し

た職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難で

ある場合を除き、前条第２項に規定する勤務（災害その他避けるこ

とのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。）

をさせてはならない。 

２ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、

規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合

には、当該請求した職員の業務を処理するための措置を講ずること

が著しく困難である場合を除き、前条第２項に規定する勤務（災害

その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項

において同じ。）をさせてはならない。 

３ （略） ３ （略） 

４ 前３項の規定は、第１５条第１項に規定する日常生活を営むのに

支障がある者（以下この項において「要介護者」という。）を介護

する職員について準用する。この場合において、第１項中「小学校

就学の始期に達するまでの子（民法（明治２９年法律第８９号）第

８１７条の２第１項の規定により職員が当該職員との間における

同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求し

た者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に

限る。）であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭

和２２年法律第１６４号）第２７条第１項第３号の規定により同法

第６条の４第２号に規定する養子縁組里親である職員に委託され

ている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。

以下次項及び第３項並びに第８条の４第１項において同じ。）のあ

４ 前３項の規定は、第１５条第１項に規定する日常生活を営むのに

支障がある者（以下この項において「要介護者」という。）を介護

する職員について準用する。この場合において、第１項中「小学校

就学の始期に達するまでの子（民法（明治２９年法律第８９号）第

８１７条の２第１項の規定により職員が当該職員との間における

同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求し

た者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に

限る。）であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭

和２２年法律第１６４号）第２７条第１項第３号の規定により同法

第６条の４第２号に規定する養子縁組里親である職員に委託され

ている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。

以下次項及び第３項並びに第８条の４第１項において同じ。）のあ
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る職員（職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜（午後１０

時から翌日の午前５時までの間をいう。以下この項において同じ。）

において常態として当該子を養育することができるものとして規

則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。）が、規則

で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第２項中「３歳に

満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養

育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のあ

る職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、

「第１５条第１項に規定する日常生活を営むのに支障がある者（以

下「要介護者」という。）のある職員が、規則で定めるところによ

り、当該要介護者を介護」と、第１項中「深夜における」とあるの

は「深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。）にお

ける」と、第２項中「当該請求をした職員の業務を処理するための

措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に

支障がある」と読み替えるものとする。 

る職員（職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜（午後１０

時から翌日の午前５時までの間をいう。以下この項において同じ。）

において常態として当該子を養育することができるものとして規

則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。）が、規則

で定めるところにより、当該子を養育」とあり、並びに第２項及び

前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で

定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第１５条第１

項に規定する日常生活を営むのに支障がある者（以下「要介護者」

という。）のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護

者を介護」と、第１項中「深夜における」とあるのは「深夜（午後

１０時から翌日の午前５時までの間をいう。）における」と、第２

項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずるこ

とが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と

読み替えるものとする。 

５ （略） ５ （略） 

（介護休暇） （介護休暇） 

第１５条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者（婚姻の届出をして

いないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この

項において同じ。）、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める

者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活

を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。）の介護をするため、

任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要

介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、３

第１５条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者（婚姻の届出をして

いないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この

項において同じ。）、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める

者（第１７条の２第１項において「配偶者等」という。）で負傷、

疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むの

に支障があるものをいう。以下同じ。）の介護をするため、任命権

者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者

2



回を超えず、かつ、通算して６月を超えない範囲内で指定する期間

（以下「指定期間」という。）内において勤務しないことが相当で

あると認められる場合における休暇とする。 

の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、３回を超

えず、かつ、通算して６月を超えない範囲内で指定する期間（以下

「指定期間」という。）内において勤務しないことが相当であると

認められる場合における休暇とする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

 （配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確

認等） 

第１７条の２ 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要

とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕

事と介護との両立に資する制度又は措置（以下この条及び次条にお

いて「介護両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせると

ともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出（次条において

「請求等」という。）に係る当該職員の意向を確認するための面談

その他の措置を講じなければならない。 

２ 任命権者は、職員に対して、当該職員が４０歳に達した日の属す

る年度（４月１日から翌年の３月３１日までをいう。）において、

前項に規定する事項を知らせなければならない。 

 （勤務環境の整備に関する措置） 

第１７条の３ 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行

われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施 

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措

置 
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丹波篠山市職員の育児休業等に関する条例新旧対照表（第２条関係） 

現行 改正案 

（部分休業の承認） （部分休業の承認） 

第２０条 （略） 第２０条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認については、１日につき、当

該非常勤職員について１日について１日につき定められた勤務時

間から５時間４５分を減じた時間を超えない範囲内で（当該非常勤

職員が育児時間又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う

労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号）第６１条第３

２項において読み替えて準用する同条第２９項の規定による介護

をするための時間（以下「介護をするための時間」という。）の承

認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内

で、かつ、２時間から当該育児時間又は当該介護をするための時間

の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で）

行うものとする。 

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認については、１日につき、当

該非常勤職員について１日について１日につき定められた勤務時

間から５時間４５分を減じた時間を超えない範囲内で（当該非常勤

職員が育児時間又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う

労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号）第６１条の２

第２０項の規定による介護をするための時間（以下「介護をするた

めの時間」という。）の承認を受けて勤務しない場合にあっては、

当該時間を超えない範囲内で、かつ、２時間から当該育児時間又は

当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じ

た時間を超えない範囲内で）行うものとする。 
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丹波篠山市消防団員等公務災害補償条例新旧対照表 

現行 改正案 

（補償基礎額） （補償基礎額） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。 ２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。 

(1) （略） (1) （略）

(2) 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急

措置従事者（以下「消防作業従事者等」という。）が消防作業等

に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従

事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は

消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置

の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若

しくは障害の状態となった場合には、９，１００円とする。ただ

し、その額がその者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠

くと認められるときは、１４，２００円を超えない範囲内におい

てこれを増額した額とすることができる。 

(2) 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急

措置従事者（以下「消防作業従事者等」という。）が消防作業等

に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従

事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は

消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置

の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若

しくは障害の状態となった場合には、９，７００円とする。ただ

し、その額がその者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠

くと認められるときは、１４，５００円を超えない範囲内におい

てこれを増額した額とすることができる。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者で、非常勤消防団員又は非常勤

水防団員若しくは消防作業従事者等（以下「非常勤消防団員等」と

いう。）の事故発生日において、他に生計のみちがなく主として非

常勤消防団員等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族

のある非常勤消防団員等については前項の規定による金額に、第１

号又は第３号から第６号までのいずれかに該当する扶養親族につ

いては１人につき２１７円を、第２号に該当する扶養親族について

３ 次の各号のいずれかに該当する者で、非常勤消防団員又は非常勤

水防団員若しくは消防作業従事者等（以下「非常勤消防団員等」と

いう。）の事故発生日において、他に生計のみちがなく主として非

常勤消防団員等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族

のある非常勤消防団員等については前項の規定による金額に、第１

号に該当する扶養親族については１人につき１００円を、第２号に

該当する扶養親族については１人につき３８３円を、第３号から第
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は１人につき３３３円を、それぞれ加算して得た額をもって補償基

礎額とする。 

６号までのいずれかに該当する扶養親族については１人につき２

１７円を、それぞれ加算して得た額をもって補償基礎額とする。 

(1) 配偶者（婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含む。） 

(1) 配偶者（婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含む。） 

(2) ２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子 (2) ２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子

(3) ２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある孫 (3) ２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある孫

(4) ６０歳以上の父母及び祖父母 (4) ６０歳以上の父母及び祖父母

(5) ２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある弟妹 (5) ２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者 (6) 重度心身障害者

４ 扶養親族たる子のうちに１５歳に達する日以後の最初の４月１

日から２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間（以下こ

の項において「特定期間」という。）にある子がいる非常勤消防団

員等については、前項の規定にかかわらず、１６７円に特定期間に

ある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による

額に加算した額をもって補償基礎額とする。 

４ 扶養親族たる子のうちに１５歳に達する日以後の最初の４月１

日から２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある

子がいる非常勤消防団員等については、前項の規定にかかわらず、

１６７円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た

額を同項の規定による額に加算した額をもって補償基礎額とする。 

別表（第５条関係） 別表（第５条関係） 

補償基礎額表 補償基礎額表 

階級 勤務年数 

１０年未満 １０年以上２

０年未満 

２０年以上 

団長及び副団長 １２，５００円 １３，３５０円 １４，２００円 

分団長及び副分団長 １０，８００円 １１，６５０円 １２，５００円 

部長、班長及び団員 ９，１００円 ９，９５０円 １０，８００円 

階級 勤務年数 

１０年未満 １０年以上２

０年未満 

２０年以上 

団長及び副団長 １２，９００円 １３，７００円 １４，５００円 

分団長及び副分団長 １１，３００円 １２，１００円 １２，９００円 

部長、班長及び団員 ９，７００円 １０，５００円 １１，３００円 
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備考 備考 

１ （略） １ （略） 

２ （略） ２ （略） 
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丹波篠山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例新旧対照表（第１条関係） 

現行 改正案 

第３７条 特定地域型保育事業（事業所内保育事業を除く。）の利用

定員（法第２９条第１項の確認において定めるものに限る。以下こ

の章において同じ。）の数は、家庭的保育事業にあっては１人以上

５人以下とし、小規模保育事業Ａ型（丹波篠山市家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年篠山市条例

第２２号）第２８条に規定する小規模保育事業Ａ型をいう。第４２

条第３項第１号において同じ。）及び小規模保育事業Ｂ型（同条例

第３１条第１項に規定する小規模保育事業Ｂ型をいう。第４２条第

３項第１号において同じ。）にあっては６人以上１９人以下とし、

小規模保育事業Ｃ型（同条例第３３条に規定する小規模保育事業Ｃ

型をいう。附則第４条において同じ。）にあっては６人以上１０人

以下とし、居宅訪問型保育事業にあっては１人とする。 

第３７条 特定地域型保育事業（事業所内保育事業を除く。）の利用

定員（法第２９条第１項の確認において定めるものに限る。以下こ

の章において同じ。）の数は、家庭的保育事業にあっては１人以上

５人以下とし、小規模保育事業Ａ型（丹波篠山市家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年篠山市条例

第２２号）第２８条に規定する小規模保育事業Ａ型をいう。第４２

条第３項において同じ。）及び小規模保育事業Ｂ型（同条例第３１

条第１項に規定する小規模保育事業Ｂ型をいう。第４２条第３項に

おいて同じ。）にあっては６人以上１９人以下とし、小規模保育事

業Ｃ型（同条例第３３条に規定する小規模保育事業C型をいう。附

則第４条において同じ。）にあっては６人以上１０人以下とし、居

宅訪問型保育事業にあっては１人とする。 

２ （略） ２ （略） 

（特定教育・保育施設等との連携） （特定教育・保育施設等との連携） 

第４２条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型保育事業を行う者を除

く。以下この項から第５項までにおいて同じ。）は、特定地域型保

育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的に提

供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う認定こども

園、幼稚園又は保育所（以下「連携施設」という。）を適切に確保

しなければならない。 

第４２条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型保育事業を行う者を除

く。以下この項から第７項までにおいて同じ。）は、特定地域型保

育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的に提

供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う認定こども

園、幼稚園又は保育所（以下「連携施設」という。）を適切に確保

しなければならない。 

(1) 特定地域型保育の提供を受けている満３歳未満保育認定子ど (1) 特定地域型保育の提供を受けている満３歳未満保育認定子ど
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もに集団保育を体験させるための機会の設定、特定地域型保育の

適切な提供に必要な特定地域型保育事業者に対する相談、助言そ

の他の保育の内容に関する支援を行うこと。 

もに集団保育を体験させるための機会の設定、特定地域型保育の

適切な提供に必要な特定地域型保育事業者に対する相談、助言そ

の他の保育の内容に関する支援（次項において「保育内容支援」

という。）を実施すること。 

(2) （略） (2) （略） 

(3) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受

けていた満３歳未満保育認定子ども（事業所内保育事業を利用す

る満３歳未満保育認定子どもにあっては、第３７条第２項に規定

するその他の小学校就学前子どもに限る。以下この号において同

じ。）を、当該特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満３

歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に

基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育・保育を

提供すること。 

(3) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受

けていた満３歳未満保育認定子ども（事業所内保育事業を利用す

る満３歳未満保育認定子どもにあっては、第３７条第２項に規定

するその他の小学校就学前子どもに限る。以下この号及び第６項

第１号において同じ。）を、当該特定地域型保育の提供の終了に

際して、当該満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認

定保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入

れて教育・保育を提供すること。 

 ２ 市長は、特定地域型保育事業者による保育内容支援の実施に係る

連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各

号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第１号の規定

を適用しないこととすることができる。 

(1) 特定地域型保育事業者が保育内容支援連携協力者を適切に確

保すること。 

(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

ア 特定地域型保育事業者と保育内容支援連携協力者との間でそ

れぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じな

いようにするための措置が講じられていること。 
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 ３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、小規模保育事業Ａ型若

しくは小規模保育所事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（第５

項において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）であって、

第１項第１号に掲げる事項に係る連携協力を行うものをいう。 

２ 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携

施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に

掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第２号の規定を適

用しないこととすることができる。 

４ 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携

施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に

掲げる要件のいずれかを満たすときは、第１項第２号の規定を適用

しないこととすることができる。 

(1) 特定地域型保育事業者と前項第２号に掲げる事項に係る連携

協力を行う者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が

明確化されていること。 

(1) 特定地域型保育事業者が代替保育連携協力者を適切に確保し

た場合には、次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認める

こと。 

 ア 特定地域型保育事業者と代替保育連携協力者との間でそれぞ

れの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないよ

うにするための措置が講じられていること。 

(2) 前項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う者の本来の業

務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられて

いること。 

(2) 市長が特定地域型保育事業者による代替保育連携協力者の確

保の促進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携

協力者の確保が著しく困難であること。 

３ 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げ

る場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第１項第２号

に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなけれ

ばならない。 

５ 前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項

に係る連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定めるものをいう。 

(1) 当該特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所

又は事業所（次号において「事業実施場所」という。）以外の場

(1) 特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は

事業所（次号において「事業実施場所」という。）以外の場所又
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所又は事業所において代替保育が提供される場合 小規模保育

事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を

行う者（次号において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。） 

は事業所において代替保育が提供される場合 小規模保育事業

Ａ型事業者等 

(2) （略） (2) （略） 

４～９（略） ６～１１ （略） 

附 則 附 則 

（連携施設に関する経過措置） （連携施設に関する経過措置） 

第５条 特定地域型保育事業者（特例保育所型事業所内保育事業者を

除く。）は、連携施設の確保が著しく困難であって、法第５９条第

４号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行う

ことができると市が認める場合は、第４２条第１項本文の規定にか

かわらず、この条例の施行の日から起算して１０年を経過する日ま

での間、連携施設を確保しないことができる。 

第５条 特定地域型保育事業者（特例保育所型事業所内保育事業者を

除く。）は、連携施設の確保が著しく困難であって、法第５９条第

４号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行う

ことができると市が認める場合は、第４２条第１項本文の規定にか

かわらず、この条例の施行の日から起算して１５年を経過する日ま

での間、連携施設を確保しないことができる。 
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丹波篠山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表（第２条関係） 

現行 改正案 

（保育所等との連携） （保育所等との連携） 

第６条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以下「居

宅訪問型保育事業者」という。）を除く。以下この条、次条第１項、

第１４条第１項及び第２項、第１５条第１項、第２項及び第５項、

第１６条並びに第１７条第１項から第３項まで並びに附則第３条

において同じ。）は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行

われ、及び家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満３歳

以上の児童に対して必要な教育（教育基本法（平成１８年法律第１

２０号）第６条第１項に規定する法律に定める学校において行われ

る教育をいう。第３号において同じ。）又は保育が継続的に提供さ

れるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所（子ども・

子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第７条第４項に規定する

保育所をいう。）、幼稚園（同項に規定する幼稚園をいう。）又は

認定こども園（同項に規定する認定こども園をいう。）（以下「連

携施設」という。）を適切に確保しなければならない。ただし、離

島その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困難であると市

が認めるものにおいて家庭的保育事業等（居宅訪問型保育事業を除

く。第１６条第２項第３号において同じ。）を行う家庭的保育事業

者等については、この限りでない。 

第６条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以下「居

宅訪問型保育事業者」という。）を除く。以下この条、次条第１項、

第１４条第１項及び第２項、第１５条第１項、第２項及び第５項、

第１６条並びに第１７条第１項から第３項まで並びに附則第３条

において同じ。）は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行

われ、及び家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満３歳

以上の児童に対して必要な教育（教育基本法（平成１８年法律第１

２０号）第６条第１項に規定する法律に定める学校において行われ

る教育をいう。第３号において同じ。）又は保育が継続的に提供さ

れるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所（子ども・

子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第７条第４項に規定する

保育所をいう。）、幼稚園（同項に規定する幼稚園をいう。）又は

認定こども園（同項に規定する認定こども園をいう。）（以下「連

携施設」という。）を適切に確保しなければならない。ただし、離

島その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困難であると市

が認めるものにおいて家庭的保育事業等（居宅訪問型保育事業を除

く。第１６条第２項第３号において同じ。）を行う家庭的保育事業

者等については、この限りでない。 

(1) 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の

適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言その

(1) 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の

適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言その
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他の保育の内容に関する支援を行うこと。 他の保育の内容に関する支援（次項において「保育内容支援」と

いう。）を実施すること。 

(2) （略） (2) （略） 

(3) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用

乳幼児（事業所内保育事業の利用乳幼児にあっては、第４２条に

規定するその他の乳児又は幼児に限る。以下この号において同

じ。）を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係

る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入

れて教育又は保育を提供すること。 

(3) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用

乳幼児（事業所内保育事業の利用乳幼児にあっては、第４２条に

規定するその他の乳児又は幼児に限る。以下この号及び第６項第

１号において同じ。）を、当該保育の提供の終了に際して、当該

利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設

において受け入れて教育又は保育を提供すること。 

 ２ 市長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に係る連

携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号

に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第１号の規定を

適用しないこととすることができる。 

(1) 家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に確保

すること。 

(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

ア 家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者との間でそれ

ぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じな

いようにするための措置が講じられていること。 

 ３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、第２７条に規定する小

規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育

事業を行う者（第５項において「小規模保育事業Ａ型事業者等」と

いう。）であって、第１項第１号に掲げる事項に係る連携協力を行
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うものをいう。 

２ 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施

設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲

げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第２号の規定を適用

しないこととすることができる。 

４ 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施

設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲

げる要件のいずれかを満たすときは、第１項第２号の規定を適用し

ないこととすることができる。 

(1) 家庭的保育事業者等と次項の連携協力を行う者との間でそれ

ぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

(1) 家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に確保した

場合には、次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めるこ

と。 

 ア 家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間でそれぞれ

の役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないよ

うにするための措置が講じられていること。 

(2) 次項の連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じな

いようにするための措置が講じられていること。 

(2) 市長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の確保

の促進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協

力者の確保が著しく困難であること。 

３ 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第１項第２号に

掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければ

ならない。 

５ 前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項

に係る連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定めるものをいう。 

(1) 当該家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は

事業所（次号において「事業実施場所」という。）以外の場所又

は事業所において代替保育が提供される場合 第２７条に規定

する小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業

所内保育事業を行う者（次号において「小規模保育事業Ａ型事業

(1) 家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業

所（次号において「事業実施場所」という。）以外の場所又は事

業所において代替保育が提供される場合 小規模保育事業Ａ型

事業者等 
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者等」という。） 

(2) （略） (2) （略） 

４ （略） ６ （略） 

５ （略） ７ （略） 

附 則 附 則 

（連携施設に関する経過措置） （連携施設に関する経過措置） 

第３条 家庭的保育事業者等（特例保育所型事業所内保育事業者を除

く。）は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ども・子育て

支援法第５９条第４号に規定する事業による支援その他の必要な

適切な支援を行うことができると市が認める場合は、第６条本文の

規定にかかわらず、施行日から起算して１０年を経過する日までの

間、連携施設の確保をしないことができる。 

第３条 家庭的保育事業者等（特例保育所型事業所内保育事業者を除

く。）は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ども・子育て

支援法第５９条第４号に規定する事業による支援その他の必要な

適切な支援を行うことができると市が認める場合は、第６条本文の

規定にかかわらず、施行日から起算して１５年を経過する日までの

間、連携施設の確保をしないことができる。 
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